
実習制度から育成制度に移行する法改正について 

 

背景 

近年、日本では技能実習制度において不適切な労働環境や人権侵害といった問題が指摘さ

れてきました。技能実習制度は、途上国の人材育成を目的としながらも、実態としては安価

な労働力を確保する手段として運用されているケースが多いとされています。これらの課

題を解決し、制度の目的を本来の「人材育成」へと立ち返らせるため、政府は実習制度を廃

止し、新たに「育成制度」へ移行する法改正を進めています。 

 

【改正のポイント】 

 

＜人材育成を目的とした新制度の創設＞」 

 

新制度では、従来の「技能実習」の枠組みを廃止し、外国人労働者のキャリア形成を中心に

据えた「育成制度」を導入します。これにより、労働力としての一方的な利用ではなく、外

国人が日本で得たスキルを母国で活用できる環境を整備します。 

 

＜透明性と監視体制の強化＞ 

 

新制度では、第三者機関による監視体制を強化し、不正行為や労働搾取の防止に努めます。

また、受け入れ企業の資格審査を厳格化し、適切な労働環境の提供を義務付けます。 

 

＜受け入れ基準の改定＞                      

 

受け入れ企業に対し、外国人労働者の職業訓練や教育プログラムの提供を義務化します。こ

れには、専門技術の指導だけでなく、日本語教育や生活支援も含まれます。 

 

＜労働者の権利保護＞                               

 

外国人労働者の権利を強化するため、最低賃金の適用や労働時間の管理、適切な休暇の付与

を徹底します。また、労働者が直面する問題に迅速に対応できるよう、相談窓口を全国規模

で拡充します。 

 

＜長期的なキャリア形成の支援＞                          

 

新制度では、育成プログラム終了後のキャリア支援を強化します。具体的には、一定の条件



を満たした労働者が日本国内での就労継続やキャリアアップを図れる仕組みを整備する予

定です。 

 

期待される効果 

この法改正により、外国人労働者が日本で働くことへの安心感が向上し、優秀な人材が日本

を選ぶ理由が増えることが期待されます。また、労働力不足に対応しつつ、日本社会が国際

的に信頼される労働環境を提供する国へと進化することを目指します。 

 

上記の説明文に加え、具体的なデータや事例があれば、さらに説得力を増すことができます。

必要であれば補足情報をお知らせください。 


